
第２９号議案参考資料  

議  案  名  

 

損害賠償の額を定め、和解することについて  

 

 

１  提案理由  

自動車事故による損害賠償の額を定め、和解したいので、地方自治法

第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、この案を提出する

ものである。  

 

２  損害賠償額等  

 (1) 損害賠償額  

 金２，０６６，３７５円  

 上記金額の内訳  

ア  車両修繕費   １，３４２，３９６円  

イ  代車金額      ４５５，５００円  

ウ  格落ち損害     ２６８，４７９円  

(2) 過失割合  

  市  １００％   相手方  ０％  

 

３  支払方法  

  損害賠償金２，０６６，３７５円は、市の自動車保険契約先であるあ

いおいニッセイ同和損害保険株式会社が支払う。  


